
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早良・西地域              

自立支援協議会 

運営委員会 【メンバー】

サブ協議会 
○重度重複障がい児者の地域生活支援 

○糸島地区自立支援 

定例会 

福岡市自立支援協議会 

 

【自立支援協議会とは】 

 平成 18 年４月に施行された障害者自立支援法において、地域福祉の推進のために、関係者の

ネットワーク作りを主として都道府県と市町村に位置づけられたものです。福岡市は４つのグル

ープ（東、博多・南、中央・城南、早良・西）に分かれています。そして早良・西グループは糸

島市とも連携しています。 

 この協議会は、その地域で障がいのある方が安心して暮らしていけるように取り組むためのも

のです。学校や地域活動支援センターなどが窓口です。お気軽にご相談ください。 

 東 博多・南 

中央･城南 早良・西 総  会 

福祉・介護保険課 

西：８９５－７０６４ 

早良：８３３－４３５３ 

健康課 

西：８９５－７０７４ 

早良：８５１－６０１５ 

社会福祉協議会 

相談支援専門員 

８８３－７１８６ 

（西部療育センター）

地域生活支援センター 

西・早良：８０６－５２５９

（ 第１野の花 ） 

障がい者在宅支援課 

７１１－４２４８ 

特別支援学校 

西：８０６－８１８１ 

（ 今津特別支援学校 ） 

早良：８１２－０１５１ 

（生の松原特別支援学校） 

等 

お気軽にご相談を！

相談支援事業所 

西：８３４－６１０２ 

（ あすなろ ） 

早良：４００－７１４４ 

（ ぷらっと ） 


